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規 則  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 空 港 国 際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 27日  

高 知 県 知 事 　 濵 田 　 省 司  

高 知 県 規 則 第 18号  

高 知 空 港 国 際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る

条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条 　 こ の 規 則 は 、 高 知 空 港 国 際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル の 設 置 及 び

管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 高 知 県 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」

と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 高 知 空 港 国 際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル

（ 以 下 「 旅 客 取 扱 施 設 」 と い う 。 ） の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 利 用 の 許 可 の 申 請 ）  

第 ２ 条 　 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 利 用 施 設 （ 同 項 に 規 定 す る 利 用 施 設

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 利 用 の 許 可 （ 以 下 「 利 用 の 許 可 」 と い

う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指

定 管 理 者 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 、 指 定 管 理

者 が 定 め る 利 用 許 可 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 旅 客 取 扱 施 設 の 管 理 を 指 定 管 理 者

が 行 う こ と が で き な い 場 合 に あ っ て は 、 利 用 の 許 可 を 受 け よ う

と す る 者 は 、 知 事 に 対 し て 、 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 利 用

許 可 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３ 　 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 当 該 利 用 を 開 始 す る 日 （ 当 該 利

用 が ２ 日 以 上 継 続 す る と き は 、 当 該 利 用 の 初 日 。 第 10条 第 １ 項

に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 起 算 し て ６ 月 前 か ら 14日 前 ま で の

間 に こ れ を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 （ 旅 客 取

扱 施 設 の 管 理 を 指 定 管 理 者 が 行 う こ と が で き な い 場 合 に あ っ て

は 、 知 事 。 次 条 第 １ 項 、 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 ５ 条 第 １

項 、 第 ６ 条 第 １ 項 た だ し 書 、 第 13条 た だ し 書 、 第 14条 た だ し 書

並 び に 第 15条 に お い て 同 じ 。 ） が 特 に 認 め た と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

（ 利 用 許 可 書 の 交 付 等 ）  

第 ３ 条 　 指 定 管 理 者 は 、 前 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請

が あ っ た 場 合 に お い て 、 利 用 の 許 可 を す る と き は 指 定 管 理 者 が

定 め る 利 用 許 可 書 を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付 し 、 利 用 の 許 可 を

し な い と き は そ の 旨 を 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

２ 　 知 事 が 交 付 す る 前 項 の 利 用 許 可 書 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 様 式

に よ る も の と す る 。  

（ 利 用 の 取 消 し の 届 出 等 ）  

第 ４ 条 　 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、



当 該 利 用 施 設 の 利 用 を 取 り 消 す と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 指 定 管

理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２ 　 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 利 用 の 許 可 を 受 け た 事 項 の 変 更 の 許 可

（ 以 下 「 利 用 の 変 更 の 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者

は 、 指 定 管 理 者 に 対 し て 、 指 定 管 理 者 が 定 め る 利 用 変 更 許 可 申

請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３ 　 知 事 に 対 し て 提 出 す る 前 項 の 利 用 変 更 許 可 申 請 書 は 、 知 事 が

別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。  

（ 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 等 ）  

第 ５ 条 　 指 定 管 理 者 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場

合 に お い て 、 利 用 の 変 更 の 許 可 を す る と き は 指 定 管 理 者 が 定 め

る 利 用 変 更 許 可 書 を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付 し 、 利 用 の 変 更 の

許 可 を し な い と き は そ の 旨 を 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の

と す る 。  

２ 　 知 事 が 交 付 す る 前 項 の 利 用 変 更 許 可 書 は 、 知 事 が 別 に 定 め る

様 式 に よ る も の と す る 。  

（ 利 用 料 金 等 の 納 付 の 時 期 等 ）  

第 ６ 条 　 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 又 は 条 例 第 13条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 使 用 料 の 納 付 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 利 用 許 可 書 又 は

第 ５ 条 第 １ 項 の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け る 際 に こ れ を し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 特 に 認 め た と き は 、 こ

の 限 り で な い 。  

（ 利 用 料 金 の 承 認 の 申 請 ）  

第 ７ 条 　 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金

の 額 を 定 め よ う と す る と き は 、 知 事 に 対 し て 、 別 記 第 １ 号 様 式

に よ る 利 用 料 金 承 認 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 　 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を

得 た 利 用 料 金 の 額 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 知 事 に 対 し て 、

別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る 利 用 料 金 変 更 承 認 申 請 書 を 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 使 用 料 の 額 ）  

第 ８ 条 　 条 例 第 13条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 使 用 料 の 額 は 、 知 事 が

別 に 定 め る 。  

（ 使 用 料 の 減 免 の 申 請 等 ）  

第 ９ 条 　 条 例 第 13条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 11

条 の 規 定 に 基 づ き 使 用 料 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き と し 、 減 額

す る 場 合 の 当 該 額 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

(１ )　 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 旅 客 取 扱 施 設 を 利 用 す る と き 。  

(２ )　 災 害 そ の 他 緊 急 や む を 得 な い 事 態 の 発 生 に よ り 応 急 施 設

の 用 に 供 す る と き 。  

(３ )　 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め る

と き 。  

２ 　 条 例 第 13条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 11条 の

規 定 に 基 づ き 使 用 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 知



事 に 対 し て 、 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 使 用 料 減 額 （ 免 除 ）

承 認 申 請 書 を 第 ２ 条 第 ２ 項 の 利 用 許 可 申 請 書 又 は 第 ４ 条 第 ２ 項

の 利 用 変 更 許 可 申 請 書 と と も に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３ 　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 使 用

料 の 減 額 又 は 免 除 を 承 認 す る と き は 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ

る 使 用 料 減 額 （ 免 除 ） 承 認 通 知 書 を 当 該 申 請 を し た 者 に 交 付

し 、 承 認 し な い と き は そ の 旨 を 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も

の と す る 。  

（ 使 用 料 の 還 付 の 請 求 等 ）  

第 10条 　 条 例 第 13条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 12

条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 使 用 料 の 全 部 又 は 一 部 を 還 付 す る 特

別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き と し 、 当 該 還 付 す る 使 用 料 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と

す る 。  

(１ )　 県 の 都 合 に よ り 利 用 の 許 可 又 は 利 用 の 変 更 の 許 可 を 取 り

消 し た 場 合 　 既 納 又 は 過 納 と な る 使 用 料 の 額 に 相 当 す る 額  

(２ )　 災 害 そ の 他 の 不 可 抗 力 に よ り 利 用 施 設 を 利 用 す る こ と が

で き な く な っ た 場 合 　 既 納 又 は 過 納 と な る 使 用 料 の 額 に 相 当

す る 額  

(３ )　 利 用 の 取 消 し の 届 出 又 は 利 用 の 変 更 の 許 可 の 申 請 が 当 該

利 用 を 開 始 す る 日 の ２ 月 前 ま で に あ っ た 場 合 　 既 納 又 は 過 納

と な る 使 用 料 の 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額  

(４ )　 使 用 料 を 納 付 し た 後 当 該 利 用 を 開 始 す る 日 の 前 日 ま で に

使 用 料 の 減 額 又 は 免 除 を 承 認 し た 場 合 　 既 納 又 は 過 納 と な る

使 用 料 の 額 に 相 当 す る 額  

２ 　 条 例 第 13条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 12条 た

だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 使 用 料 の 還 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 知

事 に 対 し て 、 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 使 用 料 還 付 請 求 書 を

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３ 　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 使 用

料 の 還 付 を 決 定 し た と き は 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 に よ る 使 用 料

還 付 決 定 通 知 書 を 当 該 請 求 を し た 者 に 交 付 し 、 還 付 し な い と き

は そ の 旨 を 当 該 請 求 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 入 場 の 制 限 ）  

第 11条 　 知 事 又 は 指 定 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と 認 め た 者 に 対 し て 、 旅 客 取 扱 施 設 へ の 入 場 を 拒 み 、 又 は 旅 客

取 扱 施 設 か ら の 退 去 を 命 ず る こ と が で き る 。  

(１ )　 旅 客 取 扱 施 設 の 施 設 、 設 備 等 を 汚 損 し 、 又 は 損 壊 す る お

そ れ の あ る 者  

(２ )　 他 の 利 用 者 そ の 他 の 旅 客 取 扱 施 設 を 利 用 す る 者 に 危 害 を

加 え 、 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 者  

(３ )　 騒 じ ょ う 又 は 示 威 に わ た る 行 為 を す る 者  

(４ )　 前 ３ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 旅 客 取 扱 施 設 の 関 係 職 員 の 指

示 に 従 わ な い 者  

（ 管 理 上 の 立 入 り ）  



第 12条 　 利 用 者 は 、 旅 客 取 扱 施 設 の 関 係 職 員 が 利 用 施 設 及 び 旅 客

取 扱 施 設 の 施 設 、 設 備 等 の 管 理 そ の 他 職 務 上 の 必 要 が あ っ て 当

該 利 用 に 係 る 利 用 施 設 に 立 ち 入 る 場 合 は 、 こ れ を 拒 む こ と が で

き な い 。  

（ 設 備 の 制 限 ）  

第 13条 　 利 用 者 は 、 旅 客 取 扱 施 設 に 特 別 の 設 備 を し 、 又 は 変 更 を

加 え て は な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 の 許 可 を 受 け た と き

は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 原 状 回 復 義 務 ）  

第 14条 　 利 用 者 は 、 利 用 施 設 の 利 用 が 終 わ っ た と き 又 は 条 例 第 ７

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 利 用 の 許 可 を 取 り 消 さ れ 、 若 し く は 利

用 を 停 止 さ せ ら れ た と き は 、 直 ち に 当 該 利 用 に 係 る 施 設 、 設 備

等 を 原 状 に 回 復 し 、 旅 客 取 扱 施 設 の 関 係 職 員 の 点 検 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 特 に 認 め た と き は 、 こ の

限 り で な い 。  

（ 汚 損 等 の 届 出 ）  

第 15条 　 旅 客 取 扱 施 設 を 利 用 す る 者 は 、 旅 客 取 扱 施 設 の 施 設 、 設

備 等 を 汚 損 し 、 又 は 損 壊 し た と き は 、 直 ち に 指 定 管 理 者 に 届 け

出 て 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 に 必 要 な 書 類 等 ）  

第 16条 　 条 例 第 17条 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 は 、 別 記 第 ３ 号 様 式 に

よ る も の と す る 。  

２ 　 条 例 第 17条 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り

と す る 。  

(１ )　 条 例 第 16条 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 係 る 収 支 予 算 書  

(２ )　 定 款 、 規 約 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

(３ )　 法 人 に あ っ て は 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 、 法 人 以 外 の

団 体 に あ っ て は 当 該 団 体 の 代 表 者 の 住 民 票 の 写 し  

(４ )　 前 項 の 申 請 書 を 提 出 す る 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年

度 及 び 前 々 事 業 年 度 に お け る 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 そ の 他

の 経 営 状 況 を 明 ら か に す る 書 類  

(５ )　 前 各 号 に 掲 げ る 書 類 の ほ か 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め る

書 類  

３ 　 条 例 第 18条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 指 定 管 理 者 の 代 表

者 の 氏 名 と す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 17条 　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 旅 客 取 扱 施 設 の 管 理 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 、 又 は 指 定 管 理 者 が 知 事 の 承 認 を

得 て 定 め る 。  

附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ 　 こ の 規 則 は 、 条 例 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の

規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 と し て 行 う 申 請 に 必 要 な 書 類 ）  

２ 　 条 例 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 条 例 の 施 行 の 日 前 に お い て



行 う 指 定 管 理 者 の 指 定 及 び 利 用 料 金 の 承 認 の 申 請 に 必 要 な 書 類

に つ い て は 、 第 16条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 ７ 条 の 規 定 の 例

に よ る 。  

 

 

 



規 　 則  

◎ 高 知 空 港 国 際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル の 設 置 及 び 管 理 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則  


